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↓クリックでＨＰのお知らせに移動します。ご覧下さい。 

申込はこちらから⇒  https://forms.gle/rzA8ti17dmygSWuc7 
 

☆☆ 体制整備情報 ☆☆ 

「森の賢者 ふうたのワンポイントレッスン Part5」 

Vol.６が配信されました。 

今月は「テレワーク時の注意点」がテーマです。 

是非事務所内の皆様でご一読下さい。 

理事会だより 

  ☆９月１７日に理事会が開催されました☆ 

 
●日本代協会員懇談会質問事項が決議されました 
 各保険会社が商品改定を機に、通知のみで商品別代手

率を変更する動きがみられます。このような変更が法

的に問題はないのか？日本代協の今後の対応方針につ

いて質問します。 

 

●御堂筋クリーンキャンペーンは中止となりました 
  １１月１５日に当該イベントの開催を予定していました

が、参加者の安全等を考慮して今年度は開催中止としま

す。 

（記事：吹原事務局長） 

☆ 大阪代協のセミナー情報 ☆ 

みんなで勉強し、研鑽を積みましょう！！ 

 ◆10月28日（水）14:00～ ＠Web 

  「大阪府建築防災啓発員講習」問合先：事務局 

  大阪府が発行する認定証を取得いただけます。 

 

 

 
 

所属支部 代理店名（敬称略）   代申会社 

北摂  ㈱いつも      東海日動 

 

 

☆大阪代協のＨＰに会員オリエンテーション 

 ツールを用意しています。 

 代協メリットがまとまっていますので、入会

の勧誘に是非ご活用ください。 

 

２０２０チャレンジ５０ 

９月は１店の新規入会がありました 

１０月の予定 

 6日(火) ＣＳＲ委員会   （Ｗｅｂ） 

 13日(火) 組織委員会     （ハイブリッド） 

14日(水) 無料法律相談    （大阪代協会議室） 

 21日(水) 理事会      （Ｗｅｂ） 

 23日(金) 阪神ブロック協議会（Ｗｅｂ） 

会員オリエンテーションページへのＵＲＬ

です。是非ご覧下さい。（一部作成中です） 

https://www.osakadaikyo.

or.jp/member/orientation 

https://forms.gle/rzA8ti17dmygSWuc7
https://www.osakadaikyo.or.jp/info/3671
https://www.osakadaikyo.or.jp/member/orientation
https://www.osakadaikyo.or.jp/member/orientation
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～共に高めあい、継続的に学ぶ企業風土を醸成しよう～ 
日本代協阪神ブロックＷＥＢセミナー「『日本代協アカデミー』を知っていただく」を開催しました 

 

日本代協阪神ブロック協議会（山中尚ブロック長）は、９月１８日（金）午後３時から、「『日本代協アカ

デミー』を知っていただく」をテーマにＷｅｂセミナーを開催しました。 

 日本代協が会員向けに開発・運営している日本代協アカデミーは、顧客本位の業務運営を実践していくため

に欠かせない組織力の強化、募集人一人ひとりのレベルアップ、収益生産性の向上・内部留保の充実など、代

理店を支援する社員教育管理・募集人教育ツールです。経営層（経営者・マネージャー）、中間層（中堅・実

務担当者）、若手層（新入・若手社員）の各階層向けにコンテンツがラインナップされており、経営者は自ら

の研修はもちろん、コンテンツライブラリーからそれぞれの募集人に合ったコンテンツを選択し提供すること

で、代理店独自の計画的な教育システムを構築することが可能となっています。 

 セミナーの開催に先立ち、山中ブロック長が「４年前、

保険業法の改正により、募集人の指導・教育・管理義務が

法律により定められ、社員教育管理・募集人教育は重要な

体制整備の一つとなりました。しかしながら、代理店独自

でどのように募集人を指導・教育・管理しているかその実

効性を問われますと、それに対する専任者がいない、でき

ていない、というのが実情です。日本代協アカデミーは昨

年構築され、１０月から２年目に入ります。募集人教育が

目的ですが、体制整備義務に合わせた構成になっていま

す。今回のセミナーで、御社の募集人教育を完璧なものにしてください」と挨拶しました。 

 セミナーは、日本代協理事・教育委員長を務める石川英幸氏（株式会社ミライト代表取締役）の基調講演

と、株式会社綜合保険センター代表取締

役の木下幸太郎氏による活用事例の二部

構成で行われました。 

 基調講演では、まず、石川氏（写真

右）がなぜ日本アカデミーにeラーニン

グを使ったネットチャネルを導入した

か、その創設の背景には改正保険業法

（体制整備義務）の存在が大きかったと

説明。教育は、適切にＰＤＣＡサイクル

を回し、募集人のレベルアップを図るこ

とが重要であるとし、具体的に「Pは募

集人の資格取得、研修受講計画の立案、

Dは計画の実行、進捗管理、研修欠席者

のフォロー、Cは研修受講時の理解度、

実効性の確認、Aは募集人それぞれの習熟度を確認し、それを踏まえた研修計画の策定すること」であると述べ

ました。そして、日本代協アカデミーはそれを踏まえて、募集人教育の体制整備に役立つポイントとして、 
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①募集人一人ひとりの研修計画が可能 ②研修計画の進捗管理、未受講者が一目瞭然 ③単元一つひとつに理

解度確認テストがある ④確認テストの学習回数、点数、要した時間が記録されるといったことが備わってい

ると紹介しました。 

また、日本代協アカデミーには、リアルセミナーやディスカッション、ワークショップに加え、スキルアッ

プのための〝学習コンテンツ〟と、代理店経営相談室のプログラムを含み、事業経営に役立つ〝情報コンテン

ツ〟の２つの柱があると述べまし

た。そして、それぞれのコンテンツ

について実際に発信している内容を

画面で紹介し、ネットチャネルによ

っていずれのコンテンツもどこでも

繰り返し学習・聴講することが可能

で、効果的なスキルの修得と感度の

高い情報を収集できると強調しまし

た。紹介されたコンテンツの中で

は、とりわけ吉田桂公弁護士（のぞ

み総合法律事務所）による金融庁の

監査時に想定される質問内容は他で

は知り得ない突っ込んだ内容となっ

ているものでした。 

日本代協アカデミーでは、今年４

月からコンプライアンス講座を開講

し、さらにこの１１月からは保険会

社（まずは損保ジャパン社、共栄火

災社）向けにも展開する予定です。 

 石川氏は最後に「我われ代理店は競い合うのではなく、共に高め合い、継続的に学ぶという企業風土を醸成

してまいりましょう」と結び、日本代協アカデミーの活用をアピールしました。 

続いて行われた木下氏による活用事例では、冒頭、「経営者自身が、なぜ教育研修が必要なのか、なぜ日本

代協アカデミーを活用するのかを考え理解することが大切」と訴えました。そして、同氏は、経営方針の中に

ある『お客様への最大の満足、そして感動を提供します』を挙げ、「お客様の『安心、安全、満足』は、従業

員が持っている業務知識、バックボーンがしっかりしているからこそ提供できるものです。とするならば、会

社は教育環境を提供し、募集人は学ぶ意欲を高めるしかありません。日本代協アカデミーのコンテンツをみる

と、保険会社では提供できない内容とツールが充実しています。単なる保険商品販売ではなく、背景を含めそ

の考え方をきちっと整理し、伝えていただけるので腑に落ちます」と活用に至った理由を述べました。 

そして、具体的にどのような形で教育を行っているのか、その教育風景や教育計画を示しました。教育計画

では、木下氏がそれぞれの従業員の課題となっている業務知識等のコンテンツをピックアップし、年度計画を

立てているとのことで、実際にこれを受講した従業員はその課題を克服して成果を得ているといいます。  

また、新型コロナウイルスによる外出自粛期間中の在宅勤務においては、募集人の学ぶ姿勢が非常に前向きに

なったと話しました。 

講義後は、視聴者からの質問に回答し、終了となりました。 

（記事：新日本保険新聞社） 
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～会員のメリットとなる様々な提携事業があります～ 

事業活性化委員会 提携事業説明Webセミナー開催 

 

９月９日（水）１６：００～事業活性化委員会主催の提携事業説明Webセミナーを開催いたしました。 

委員会としては初めてとなるWebセミナーであり、大変緊張しましたが４５名の会員の皆様にご参加をいた

だき、住友三井オートサービス社、ＪＣＭ 社、ＤＲＰネットワーク社のご協力のもと無事終了することが

できました。 

冒頭に保田委員長（写真下）が画面に登場し、①この８月に新しく住友三井オートサービス（以下ＳＭ

Ａ）社と今まで大阪代協に無かったオートリースに係る提携事業が開始した、②会員は紹介するだけでＳＭ

Ａ社が丁寧にお客様対応を行ってくれる、③併せて、既存

のＪＣＭ社やＤＲＰネットワーク社の事業も取組みを進め

て欲しい、と挨拶を行いました。 

まず最初に、ＳＭＡ社の久保幸誠氏がカーリース事業の特

徴について説明を行い、①企業にとって車両の購入、管理、

メンテナンス等全てのコストが一本化され、支出の平準化、

業務の簡素化に貢献できる、②現在所有している車両を簿価

で買取るリースバック契約にも対応している、③リース契約

なので与信審査が必要、④大阪代協を経由して紹介会員に手

数料が支払われること等お話いただきました。 

 

続いて、ＪＣＭ社の森隆彰

氏が大阪代協の会議室から事

業の説明を行い、売却予定の

クルマがあれば、①無料出張

査定、②諸手続代行無料、③

自動車税未経過分返金（軽自

動車は除く）等お客様のメリ

ットが多いこと、④ディーラ

ーへの下取りと比較すること

で、お客様の車両入替に私た

ち保険代理店が関わることが

できるメリット等についてお

話をいただきました。もちろ

ん会員の皆様への紹介手数料も発生します。 

 最後に、ＤＲＰネットワーク社の飯野範雄氏が東京の本社から参加をいただき、鈑金や塗装の修理ニーズに
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対して、①全国どこでも高い技術レベルで修理が可能、②納

車引取り無料サービス、③無料代車、④修理箇所に対するワ

ンオーナー永久保証などメリットが多いこと、紹介いただい

た会員の皆さんに手数料として支払われること等が説明され

ました。 

 

 

 

事業活性化委員会では、様々な提携事業を手掛けていま

すが、なかなか会員の皆様にお知らせできていないと反省

しています。今後もＷｅｂ等を活用して、会員の皆様のメ

リットになる情報をお届けして参りたいと考えています。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

当日の資料は大阪代協のホームページに掲載しております。 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/3624 

                          （記事：事業活性化委員 中村 亮一） 

 

～コロナ禍の今年は手渡し無し～ 

南大阪支部 無保険車追放キャンペーンを実施しました 

 

 ９月２９日（火）、南大阪支部では「無保険車追放キャンペーン」の取組

みとして、地元の大阪芸術大学と太成学院大学に、自賠責継続忘れ防止の注

意喚起チラシをお届けしました。 

当日は、「自賠責保険の失効によって発生する不幸を無くしたい！」とい

う私たちの思いを後押しするかのような快晴で、まさに学生一人一人へのチ

ラシ手渡しと声掛け日和となりました。 

しかしながら、今年は感染症拡大の影響のため手渡することは避け、200

部ずつ計400部をそれぞれの大学の学生課の責任者に託し、バイク通学の生

徒に向けての配布をお願いすることになりました。幸い両校とも私たちの取

組主旨をご理解いただき、快く引きお引き受けいただきました。 

排気量250㏄未満の小型二輪や原付は、車検が無いため自賠責更新忘れの

リスクが伴います。自賠責保険未加入のまま事故を起こしてしまった場合、

事故の相手の治療費や慰謝料などの支払いは勿論全額自己負担になります。 

https://www.osakadaikyo.or.jp/info/3624
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また、事故の有無に関わらず、未加入での運転者には罰金や免停

処分など重い罰則が科せられます。学生の皆さんには、自動車、バ

イクの運転時に「保険が切れているのを知らなかった」「バレなけ

れば良い」といった軽い言葉では済まされない大きな社会的責任が

伴うということを認識していただく必要があります。 

訪問時に両大学の校内では、至る所にアルコール消毒液や空気清

浄機が置いてあり、その他にも受付カウンター等の対面場所へのビ

ニールカーテンの設置など、生徒を感染から守るための対策が多く

見られました。 

そういった学校の安全対策を検討・周知することで、生徒を預け

る家族の安心感を醸成し、学校側のリスク管理力が高まり、経営基

盤の強化にも繋がるのでしょう。 

このようなコロナ対策と、今回の無保険車追放キャンペーンは、

アプローチは異なりますが【生徒と学校の両方を守る】という思い

が根底にあり、とても共通点が多いと思いました。 

教育機関と連携して実施する、このキャンペーン活動には大きな意義とやりがいがあると毎年感じていま

す。この輪がさらに広がっていく事、そして来年は、生徒一人一人に声掛けできるような状況に戻っている

ことを心から願っております。 

（記事：南大阪支部 田中記者） 

 

 

 

 
 
 

 

  ＜会員の皆様には本文を送付済みです。著作権の関係でホームページ掲載用は内容を割愛しています＞ 

 

作成：日本創倫株式会社 専務取締役（SEO）オフィサー事業部長  風間利也 

配信：日本代協事務局 
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